
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の概要

１ 疑わしい取引の届出に関する判断の方法に関する規定の整備

(1) 特定事業者（司法書士等を除く。）は、特定業務に係る取引について、当該取

引に係る取引時確認の結果、当該取引の態様その他の事情及び(2)に規定する犯

罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、かつ、主務省令で定める項目に従って

当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法その他の主務省令で定める

方法により、疑わしい取引であるかどうかを判断しなければならないこととする。

(2) 国家公安委員会は、毎年、犯罪による収益の移転に係る手口その他の犯罪によ

る収益の移転の状況に関する調査及び分析を行った上で、特定事業者その他の事

業者が行う取引の種別ごとに、当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の

程度その他の当該調査及び分析の結果を記載した犯罪収益移転危険度調査書を作

成し、これを公表するものとする。

２ 外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認義務に関する規定の整備

特定事業者（業として為替取引を行うものに限る。）は、外国所在為替取引業者

との間で、為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する

に際しては、当該外国所在為替取引業者が取引時確認等に相当する措置を的確に行

うために必要な体制を整備していること等を確認しなければならないこととする。

３ 特定事業者の体制整備等の努力義務の拡充

特定事業者が講ずるように努めなければならない措置として、次に掲げる措置を

追加することとする。

(1) 取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成

(2) 取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理

する者の選任

(3) その他１(2)に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して講ずべき

ものとして主務省令で定める措置

４ その他

その他所要の改正を行うこととする。

５ 施行期日

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日（１(2)に

ついては、公布の日）から施行することとする。


